
令和８年４月３０日 

各関係機関の長 殿 

北海道大学大学院教育学研究院長 

辻 智子 

（公印省略） 

教員の公募について（依頼） 

 

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 さて、この度本研究院では、下記の要領にて教員を公募することになりました。 

 つきましては、貴学（貴学部・貴機関）関係者並びに関係方面にご周知いただきますようお願

い申し上げます。 

謹白 

記 

 
１．職名・人員 講師又は准教授（職務、経歴等を勘案し決定） １名 

 

２．所 属 （雇入れ直後）大学院教育学研究院 教育心理学分野 

（変更の範囲）大学の定める場所 

※基本的に所属の変更はありませんが、組織改変等の場合に、研究院内 

の他の分野等へ異動する場合があります。 

 

３．専 門 分 野 臨床心理学 

 

４．職 務 内 容 

（雇入れ直後） 

(1) 専門分野の研究に関すること。 

(2) 教育学院・教育学部の授業科目並びに院生・学生指導に関すること。 

(3) 全学及び研究院等における各種委員会への参画等、大学における管理運営に関すること。 

(4) 公認心理師養成課程の運営に関すること。 

 

（変更の範囲） 

大学の定める業務 

※基本的に業務の変更はありませんが、組織改変等の場合に、大学の定める他の業務に従事

していただく場合があります。 

 

５．担当授業科目等 

(1) 大学院博士後期課程：論文指導 

(2) 大学院修士課程：演習、講義、論文指導等 

(3) 学部：講義、演習、調査実習等 

(4) 公認心理師養成課程に関する科目 

(5) 全学教育科目及び教職課程科目 

 

６．応募資格 

(1) 専門分野に関わる博士号取得者もしくはそれと同等以上の研究業績を有する方 

(2) 高等教育機関における教育歴（非常勤講師を含む）を３年以上有する方 

  なお、現職が教育職ではない場合、実務経験を教育経験とみなす。 

(3) 公認心理師資格を有し、心理支援および臨床教育に関する経験を有する方 



 

 

７．採用予定日 令和９年４月１日以降のなるべく早い時期 

 

８．任 期 任期の定めなし 

 

９．試 用 期 間 あり（３か月） 

 

10．給 与 国立大学法人北海道大学年俸制教員給与規程による 

 

11．勤 務 形 態 同意に基づく専門業務型裁量労働制（※）または固定労働時間制を適用 

※１日に７時間 45 分労働したものとみなす 

 

12．健康保険等 文部科学省共済組合、厚生年金、労災保険、雇用保険加入 

 

13．募集者の名称  国立大学法人北海道大学 

 

14．受動喫煙防止措置の状況 特定屋外喫煙所を除き敷地内禁煙 

 

15．応募書類 

(1) 履歴書（本研究院指定の様式を用い、写真を貼付すること）  １部 

※指定様式は本研究院ホームページ（https://www.edu.hokudai.ac.jp/  

NEWS「お知らせ」掲示）から取得してください。 

(2) 研究・教育業績書（本研究院指定の様式を用いること） ５部 

  ※指定様式は同上。 

(3) 主要な著書・論文（５点以内）：著書各１部、論文（抜刷・コピー可）各５部 

   ※その要旨を各 200 字以内で研究・教育業績書（指定様式）に記すこと。 

(4) 今後の研究についての抱負（1,000 字以内、様式自由） ５部 

(5) 今後の教育についての抱負（研究指導や臨床教育を含む、1,000 字以内、様式自由）５部 

 

16．応 募 期 限 令和８年 6 月 26 日（金）必着 

 

17．書類提出先 〒060－0811 札幌市北区北 11 条西７丁目 

北海道大学大学院教育学研究院長 辻智子 

＊封筒に「教育心理学分野教員応募書類在中」と朱書し、配達履歴が残

る方法（書留郵便等）で送付すること（持参は不可）。 

 

18．問い合わせ先 北海道大学大学院教育学研究院 准教授 井出智博 

idtomoro@edu.hokudai.ac.jp 

＊メールの件名に「教育心理学分野教員応募の件」と記載のこと。 

 

19．備考 

◎ 提出された書類に含まれる個人情報は、選考及び採用以外の目的には使用いたしません。 

◎ 必要に応じて追加書類を求めることがあります。なお、応募書類は返却しません（著書につ

いては選考結果通知とともに返却します）。 

◎ 必要に応じて面接を行うことがあります。面接に要する交通費等の費用は応募者の負担とな

りますので、ご了承ください。 



◎ 北海道大学では、多様な視点による教育・研究活動を推進するため、女性の採用、男女共同

参画の推進、仕事と生活との両立支援等に努めております。                     
以上 


